
議第５４号 呉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

  第７期介護保険事業計画期間（平成３０年度から平成３２年度までの間）にお

ける保険料率を設定するとともに，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」といいます。）及び介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「令」といいます。）の一部改正に伴い，所要の規定の整備を行います。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 段階別保険料（保険料率）の改定 

平成３０年度から平成３２年度までの第 1 号被保険者（６５歳以上の者）が

負担する介護保険料については，保険料基準額を，平成２７年度から平成２９

年度までと同額の６６，０００円（第７期介護保険事業計画において推計した

介護給付等対象サービスの見込量や第１号被保険者数の見込数等を基に算定）

とします。また，各段階の保険料（基準額×乗率）についても現行と同額とし

ます。 

【参考】第 7 期介護保険事業計画における推計 

ア 保険給付費等の見込み 

区 分 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 合 計 

保険給付費 ２０７億円 ２１４億円 ２２７億円 ６４８億円 

地域支援事業費 １３億円 １４億円 １５億円 ４２億円 

計 ２２０億円 ２２８億円 ２４２億円 ６９０億円 

  イ 第 1 号被保険者数等の見込み 

区 分 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 合 計 

第 1 号被保険者数 78,148 人 77,688 人 77,117 人 232,953 人 

 うち後期高齢者数 41,480 人 42,293 人 42,557 人 126,330 人 

ウ 保険料基準額の算定 

（保険料収納必要額） （調整交付金充当額）（介護給付費準備基金繰入額）（予定保険料収納率） 

（６９０億円×２３％－１２億円－６億９，３００万円 ）÷０．９９１５ 

（補正第 1 号被保険者数）   （保険料基準額） 

÷７１，１９３人÷３年＝６６，０００円 

※補正第 1 号被保険者数は，第 1 号被保険者数を所得段階別加入割合で補正したもの 

(2) 第１段階の保険料の軽減措置の継続 

   平成２６年４月に行われた消費税及び地方消費税の税率の引上げを契機に，

令において，低所得者に対する介護保険の第１号保険料の乗率を０．０５の範

囲内で引き下げることとされ，これに基づき呉市では平成２７年度から平成２

９年度まで，第１号被保険者の保険料基準額６６，０００円に対する第１段階

の乗率を０．４４から０．０５引き下げ，０．３９とし，第１段階の被保険者

に対する保険料を２５，７４０円としています。 

   この軽減措置を平成３０年度以降も継続することとし，第１段階の被保険者



に対する保険料を２５，７４０円とします。    

段階 
平成３０年度～平成３２年度 

乗率 保険料（保険料率） 

第１段階 
(０．４４) 

０．３９ 

(２９，０４０円) 

２５，７４０円  

第２段階 ０．６７ ４４，２２０円  

第３段階 ０．７０ ４６，２００円  

第４段階 ０．７５ ４９，５００円  

第５段階 １．００ ６６，０００円  

第６段階 １．１０ ７２，６００円  

第７段階 １．２５ ８２，５００円  

第８段階 １．５０ ９９，０００円  

第９段階 １．６０ １０５，６００円  

第１０段階 １．７０ １１２，２００円  

第１１段階 １．８５ １２２，１００円  

第１２段階 ２．００ １３２，０００円  

第１３段階 ２．１５ １４１，９００円  

 (3) 保険料の段階の判定に用いる所得指標（合計所得金額）の見直しに伴う改正 

   令の一部改正（平成２８年政令第３０７号による改正）により，介護保険料

の段階の判定に関する基準が見直され，保険料段階の判定に，合計所得金額か

ら租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）に規定する長期譲渡所得及び短

期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとされました。 

なお，本条例には改正箇所はありませんが，保険料段階の判定について，第

１段階から第５段階までに関しては，公的年金等の収入金額に合計所得金額を

加えて得た額を用いることとされていましたが，当該一部改正により，合計所

得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることとされました。   

段階 現 行 改正後 

第１段階 

・生活保護を受給している

人 

・市民税非課税世帯で老齢

福祉年金を受給している人 

・市民税非課税世帯で課税

年金収入金額と合計所得金

額の合計が８０万円以下の

人 

・生活保護を受給している人 

・市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受

給している人 

・市民税非課税世帯で課税年金収入金額

と合計所得金額（長期譲渡所得及び短期

譲渡所得に係る特別控除額を控除した

額）から公的年金等に係る雑所得を控除

した額の合計が８０万円以下の人 

第２段階 

・市民税非課税世帯で課税

年金収入金額と合計所得金

額の合計が８０万円超１２

０万円以下の人 

・市民税非課税世帯で課税年金収入金額

と合計所得金額（第 1 段階と同じ）から

公的年金等に係る雑所得を控除した額の

合計が８０万円超１２０万円以下の人 

第３段階 

・市民税非課税世帯で課税

年金収入金額と合計所得金

額の合計が１２０万円超の

人 

・市民税非課税世帯で課税年金収入金額

と合計所得金額（第 1 段階と同じ）から

公的年金等に係る雑所得を控除した額の

合計が１２０万円超の人 

第４段階 ・市民税世帯課税で本人が ・市民税世帯課税で本人が市民税非課税



市民税非課税（課税年金収

入金額と合計所得金額の合

計が８０万円以下の人） 

（課税年金収入金額と合計所得金額（第 1

段階と同じ）から公的年金等に係る雑所

得を控除した額の合計が８０万円以下の

人） 

第５段階 

・市民税世帯課税で本人が

市民税非課税（課税年金収

入金額と合計所得金額の合

計が８０万円超の人） 

・市民税世帯課税で本人が市民税非課税

（課税年金収入金額と合計所得金額（第 1

段階と同じ）から公的年金等に係る雑所

得を控除した額の合計が８０万円超の

人） 

第６段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が１２５万円未満

の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が１２５万円未満の人 

第７段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が１２５万円以上

２００万円未満の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が１２５万円以上２００万

円未満の人 

第８段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が２００万円以上

３００万円未満の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が２００万円以上３００万

円未満の人 

第９段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が３００万円以上

４００万円未満の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が３００万円以上４００万

円未満の人 

第１０段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が４００万円以上

５００万円未満の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が４００万円以上５００万

円未満の人 

第１１段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が５００万円以上

６００万円未満の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が５００万円以上６００万

円未満の人 

第１２段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が６００万円以上

７００万円未満の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が６００万円以上７００万

円未満の人 

第１３段階 

・本人が市民税課税で合計

所得金額が７００万円以上

の人 

・本人が市民税課税で合計所得金額（第 1

段階と同じ）が７００万円以上の人 

(4) 質問検査権に係る過料規定の改正 

   質問検査権に係る過料規定の適用対象者については，被保険者，第１号被保

険者の配偶者若しくは第１号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に

属する者又はこれらであった者とされていましたが，第２号被保険者（４０歳

以上６５歳未満の医療保険加入者）の介護サービスの利用が増加したことによ

り，第２号被保険者の配偶者や世帯主等の所得等を把握する必要性が増してい

ることから，これらの者を当該規定の適用対象者に加えます。 

 【質問検査権に係る過料規定】 

市が被保険者の資格等について必要があると認めるときに被保険者等に対し

文書の提出等を命じ，又は職員が質問したにもかかわらず，正当な理由なしに

命令に従わず，又は職員の質問に対して答えなかったときなどに過料を科す規

定 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

 



４ 新旧対照表 

現 行 改正案 

（保険料率） 

第４条  平成２７年度から平成２９年度まで

の各年度における保険料率は,次の各号に掲

げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定 す る 第 １ 号 被 保 険 者 を い う 。 以 下 同

じ。）の区分に応じ，それぞれ当該各号に

定める額とする。 

（保険料率） 

第４条  平成３０年度から平成３２年度まで

の各年度における保険料率は,次の各号に掲

げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定 す る 第 １ 号 被 保 険 者 を い う 。 以 下 同

じ。）の区分に応じ，それぞれ当該各号に

定める額とする。 

(1) ～(5)  （略） 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７２，６０

０円 

ア  地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 が

１２５万円未満である者であり，かつ，

前各号のいずれにも該当しない者 

イ （略） 

(1) ～(5)  （略）  

(6) 次のいずれかに該当する者 ７２，６０

０円 

ア  地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項，第３４条第１項，第３４

条の２第１項，第３４条の３第１項，第

３５条第１項，第３５条の２第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には，

当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額

とする。以下この項において同じ。）が

１２５万円未満である者であり，かつ，

前各号のいずれにも該当しない者 

イ （略） 

(7)～(12)  （略） 

２  前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る平成２７年度

から平成２９年度までの各年度における保険

料率は，同号の規定にかかわらず，２５，７

４０円とする。 

(7)～(12)  （略） 

２  前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る平成３０年度

から平成３２年度までの各年度における保険

料率は，同号の規定にかかわらず，２５，７

４０円とする。 

第１６条  被保険者，第１号被保険者の配偶

者その他法第２０２条第１項に規定する者が

正当な理由なしに，同項の規定により文書そ

の他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて

これに従わず，又は当該職員の質問に対して

答弁せず，若しくは虚偽の答弁をしたとき

は，１０万円以下の過料に処する。 

第１６条  被保険者，    被保険者の配偶

者その他法第２０２条第１項に規定する者が

正当な理由なしに，同項の規定により文書そ

の他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて

これに従わず，又は当該職員の質問に対して

答弁せず，若しくは虚偽の答弁をしたとき

は，１０万円以下の過料に処する。 

 


